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　すべての人は生まれながらにして自由・平等であり、人間として大切にされる

人権という権利をもっています。人権が尊重される社会をつくっていくためには、

人権問題について正しく知り、身近な問題として考え、行動していくことが大切

です。

　この啓発冊子「けいかん」は、本町で開催されている各種啓発事業等を紹介し

ていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年同様に延期や中止とな

りました。開催された事業としては7月の福岡県同和問題啓発強調月間に併せた

「人権啓発動画」の作成と「人権啓発パネル展」、12月の人権週間に開催した「街

頭啓発」「人権講演会」及び「人権啓発パネル展」等を掲載しています。

じんけんの花運動

　主に小学生を対象に児童が協

力して花を育てることにより、　

生命の尊さを実感する中で、豊

な心をはぐくみ、やさしさと思

いやりの心を体得してもらうこ

とを目的としています。

　福岡県内においては、｢ひまわ

り｣の花言葉 ( 献身 ) が｢人権｣の

イメージに合っているという理

由等により人権の花に選ばれて

います。
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　2018年からの取り組みとして、7月の「福岡県同和問題啓発強調月間」に併

せて、啓発動画を作成しました。

　桂川町のホームページとケーブルテレビで放映し、大変好評でした。

チューリップの芽が

出て2ヶ月くらいで

満開になったね！
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今年のテーマは人権の花を咲かそう

啓発動画(チューリップ）
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福岡県同和問題啓発強調月間「啓発動画」
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桂川町も桜の名所が         
いっぱいあるね！

けい せん まち しょめいさくら

1月20日 3月24日 4月20日

啓発動画(桜）
けい はつ どう が

さくら

私たち一人ひとりが、「人権の花」を咲かせ、
よりよい社会を目指し、思いやりのある
社会を築いて行きましょう!
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桂川町人権・同和問題協議会
けい せん まち じん けん どう わ もん だい きょう ぎ かい

人権センター前
じんけん まえ
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　12月1日、桂川町役場付近をはじめ町内5ヶ

所において、街頭啓発を行いました。

　この事業は7月の福岡県人権・同和問題啓発

強調月間に合わせて行っていたのですが、コ

ロナウイルス感染拡大防止に伴い本年度は12

月の人権週間に合わせて行いました。道行く

人や車中の人に声をかけ、市民講座「人権講演

会」の案内チラシや啓発グッズ（マスク・

ウェットティッシュ）を配布しました。

　12月5日住民センターにおいて市民

講座「人権講演会」を開催しました。

　今回は部落解放同盟筑後地区協議会

書記長の組坂幸喜氏を講師に迎え、「情

報と人権」～部落差別を問う～という

演題で講演をしていただきました。

　インターネットによる部落差別の現

実、情報化の進展に伴う差別状況の変

化を指摘し、その解消に向けた取り組

みの強化、これまでの部落差別撤廃に

向けた取り組みの課題、「部落差別の現

実から深く学ぶ」

ことの意味を

考える講演

でした。

令和3年度 人権週間の取り組みの紹介
れい わ ねん ど じん けんしゅうかん と く かいしょう

（1） 人権週間街頭啓発

（2） 桂川町市民講座「人権講演会」

せん まち やく ば ふ きん ちょう ないけい

とう けい はつ

じ がつ ふく おか けん

きょうちょうげっ かん あ おこな

かん せん

がつ じん けん

しゃひと

かい あん ない けい はつ

はい ふ

ひと こえ し みん こう ざ じん けん こう えんちゅう

かん あ おこな みち ゆしゅう

かく だい ぼう ともな ほん ねん どし

じん けん どう わ もん だい けい はつぎょう

おこながいしょ

ついたちがつ

がつ

こう ざ

こん かい

しょ

ほう

えん だい こう えん

ぶ らく

じつ

か し てき

きょう ぶ らく さ べつ てっ ぱいか

と く か だい ぶ らく さ べつ げんむ

じつ ふか

い み

こう

けっ か ない よう けい さいじ

かんが えん

まな

かい しょう む と く

じょう ほう か しん てん さ べつ へんじょうきょうともな

さ べつ げん

じん けん ぶ らく さ べつ と

き ちょう

ぶ らく かい ほう どう

くみ さか こう き こう むか じょうしし

めい ちく ご ち く きょう ぎ かい

じん けん こう えん かい かい さい

じゅうみん し みんいつか

12月5日
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「情報×人権」  ～部落差別を問う～　　講師　組坂 幸喜 氏
じょうほう じん ぶ らく こう し くみ さか こう き しさ べつ とけん

じん けん しゅう かん がい とう けい はつ
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アンケート結果や内容は次ページに掲載しています。
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令和3年度桂川町市民講座「人権講演会」
アンケート結果(全体)

5

れい わ ねん ど けい せん まち し みん こう ざ じん けん こう

けっ 166名
アンケート提出者 

153名

ていしゅつしゃ

さん か しゃすう

めい

めい

「情報×人権」　組坂 幸喜氏　令和3年12月5日
じょうほう じん けん くみ さか こう き れい わ ねん がつ いつかし

か ぜん たい

えん かい

男女別アンケート提出者数
だん じょ べつ てい しゅつ しゃ すう

総参加者所属内容
そう さん か しゃ しょ ぞく ない よう

参加回数
さん か かい すう

男女別・年代別参加者
だん じょ べつ ねん だい べつ さん か しゃ

参加のきっかけ
さん か

講演会の内容
こう えん かい ない よう

行政
91名
54.8%

男性
75名
49.0%

女性
66名
43.2%

はじめて
25名 16.4%

2回目
5名 3.3%

3回目
13名 8.5%

4回目
6名 3.9%

5～9回目
36名
23.5%

10回以上
68名
44.4%

無記入
12名
7.8%

一般、町内
61名
36.8%

一般、町外
14名
8.4%

良かった
132名
86.3%

広報誌
82名
53.6%

研修会等 13名
8.5%

友人・同僚
44名
28.8%

その他 14名
9.1%

普通
16名
10.4%

良くなかった

2名
1.3%

無回答

3名 2.0%

女
おんな おとこ

男
だい

20代

なし

無 女
おんな おとこ

男
だい

30代

なし

無 女
おんな おとこ

男
だい

40代

なし

無 女
おんな おとこ

男
だい

50代

なし

無 女
おんな おとこ

男
だい

60代

なし

無 女
おんな おとこ

男
だい

70代～

なし

無

11
12

16

14

12

10

8

6

4

2

0

10

13

2

11

13

4

9

12

1

10

12

2

15

11

3

年度別参加者
ねん ど べつ さん か しゃ

H28年
ねん

222名
めい

H29年
ねん

211名
めい

H30年
ねん

245名
めい

R元年
ねんがん

197名
めい

R2年
ねん

中止
ちゅうし

R3年
ねん

166名
めい

H27年
ねん

234名
めい

H26年
ねん

274名
めい

H25年
ねん

219名
めい

H24年
ねん

211名
めい

H23年
ねん

228名
めい

参加者数

いっぱん

めい

ちょうがい

ぎょうせい

む き にゅう

いっぱん

めい

めい

めい

めい

じょ せい だん せい

めい

めい

めい

めい

かい いじょう

かい め

かい め

かい め
めい

めい

めいた

めい

めいけんしゅうかい とう

めい

めい

めい

めい

めい

ふ

よ

よ

む かいとう

つう

どう
こう ほう し

りょうゆう じん

かい め

めい

ちょうない



令和3年度 桂川町市民講座 ｢人権講演会｣
れい わ ねん ど けい せん まち し みん こう ざ かいえんこうけんじん

げん ぶん けい さい

アンケートについては、できるだけ原文のまま掲載しています。

　今年度の人権講演会において、講師の組坂幸喜さんは、インターネット上で実際に起

こっている陰湿な差別について具体的な話をされました。大事なことは、誤情報やニセ情

報に惑わされないことであって、取り込んだ情報を正しく理解する能力が大切です。

　また、インターネット上では多数派に向けての情報発信になりがちであり、少数派の

人々を見落とさないために、正しい知識を身に着けて、潜在的な思い込みや偏見に気づい

ていくことの大切さを語られました。これは人権問題についても同じであり、差別をする

ような人間になりたくない、なってはいけないという意識を持って、差別の現実を学び、自

らの認識と行動を問い続けることが大切です。

　会場にいる方も組坂さんの丁寧な語りに聞き入っていたのではないでしょうか。

　たくさんの感想をいただきました。その一部を紹介します。

●資料など使って説明が分かりやすかった。今日のような分かりやすい、ためになる講師

　の先生の話を聞きたい。

●差別のおかしさを改めて考えさせられました。気づきが大事でそこから見えてくるもの

　がある。差別を無くす根底には人のやさしさ、学ぶことの大切さを改めて感じました。

●情報リテラシーについて十分理解できた。インターネット社会の中で、見えなくなって

いるものがあるということに改めて感じさせられた。今の時代に合った内容だったと思

う。人権課題の視野は広がりつつある中、新たな人権課題も出てきている。そのような課題

についても、今後お話を聞かせて頂きたいと思う。

●ネットから情報を選択する目と技術が大切だということが良く分かった。

　「学ばないと差別を無くすことはできない」と講師が言われた。参加者が固定されて広が

らないという意見があるかもしれないが、講演会や懇談会は続けなくてはいけないと思

う。学ぶチャンスを町民に提示してほしいから・・・。

　今回の市民講座「人権講演会」を、今後の人権・同和問題の教育や啓発へつなげる必要が

あると感じました。

※「情報リテラシー」

　情報を取り扱ううえでの理解能力、誤った情報や正確でない情報も含めた中から、正し

い情報や必要な情報及び情報手段を主体的に選択し、収集活用するための能力と意欲。
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ない よう かいしょう
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人権週間(12月4日～10日）
がつ よっか と う か

かんしゅうけんじん

7月の桂川町人権・同和問題啓発強調月間の取り組み(7月1日～31日）
がつ けいせんまちじん けん どう わ もんだい けいはつきょうちょうげっかん

ついたちがつ にち
くと

人権啓発パネル展（ネット社会と反差別～理解するためのブックガイド～）選書一覧
じん けん けい はつ てん

しゃかい はん さ べつ り かい せんしょいちらん

東京オリンピック・パラリンピッ

クの年の人権啓発のテーマとし

て「スポーツにおける人権」をと

りあげた意義は大きいと思う。日

本型の「根性スポーツ」から抜け

出すことは、子どもたちにとって

も大切だ。

とう

とし じんけん

い ぎ

ほんがた こん ぬ

だ

たいせつ

こ

じょう

おお おも に

じんけん

けいはつ

きょう

スマイリーキクチさんの「突然、僕は犯人にされた」の本のよう

に、殺人事件の犯人と匿名の集団から書き込まれ、脅迫や仕事先

への嫌がらせなど、正義感なのか？暴力なのか？簡単な気持ち

で投稿したのが、とんでもないことになっています。改めてＳＮ

Ｓの怖さをしりました。

とつぜん

しゅうだん きょうはく し ごとさきか ことくめいさつじん

いや せい ぎ かん ぼう かんたん き

あらたとうこう

こわ

もりょく

じ けん はんにん

ぼく はん ほんにん

① のぼり旗・懸垂幕の設置
はた けんすいまく せっ ち

② 人権啓発パネル展（輝くスポーツと人権）
じんけんけいはつ てん かがや じんけん

住民センター
じゅうみん

町立図書館前
ちょうりつ と しょ かん まえ

役場ロビー 7月1日～15日
やく がつ にちついたちば

町立図書館 7月16日～23日
ちょう がつ にちにちりつ と しょかん

役場ロビー 12月6日～17日
やく がつ にちむいかば

住民センター 12月4日～5日  
じゅうみん がつよっか いつか

7

アンケートより



人権に関する三法
じん けん かん さん ぽう

　役所や、会社やお店などが、障がいのある人に、障がいを理由に差別することを　

禁止しています。

　また、障がいのある人から、バリア(障壁)を取り除いてほしいと伝えられたとき負

担が重過ぎない範囲で対応することが求められています。

　互いのその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を目指しましょう。

8

平成28年に、人権に関する３つの法律が施行されました

※ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

へいせい ねん じんけん ほうりつ し こうかん

障 害 者 差 別 解 消 法

　ヘイトスピーチとは、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動のことで、

人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許される

ものではありません。

　ヘイトスピーチをなくし、違いを認め合い、

互いの人権を尊重し合う社会を共に築きま

しょう。

※ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律

ヘイトスピーチ解消法

しょう がい しゃ さ べつ かい しょう ほう

かい しょう ほう

車イスの人が自力で飛行機

に乗ったよね。

障がい者への合理的配慮が

必要なんだよね !!

くるま

しょう しゃ

ひつ よう

ごう り てきはいりょ

の

じ りき ひ こう き

特定の国の人たちを

排除するための活動

に会場を貸すことは

出来ないよ !

とく てい くに ひと

じょうかい

で き

か

じょはい どうかつ

しょう

ほん ぽう がいしゅっしん しゃ たい ふ とう さ べつ てき げん どう かい む と く すい しん かん ほう りつしょう

がい り ゆう さ べつ すい しん ほう りつかんかいしょう

（平成28年4月1日 施行）
へい せい ねん がつ ついたち し こう

（平成28年6月3日 施行）
へい せい ねん がつ みっか し こう

やくしょ かい しゃ みせ

きん し

しょう

しょう

おも

たが ひと みと とも

たん

とも い しゃ かい め ざあ

す はん い たい おう もと

しょうへき とひと のぞ つた ふ

しょうひと り ゆう さ べつ

とく てい

そんひと げん きず さ べつ

ちが みと あ

きずともかいしゃあちょうそんけんじんたが

い しき ゆるしょう

みん ぞく こく せき ひと びと はい せき さ べつ てき げん どう
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部 落 差 別 解 消 推 進 法
ぶ らく さ べつ かい しょう すい しん ほう

国が「部落差別は存在する」と認めた

から法律ができたんだね !!

くに ぶ らく さ べつ そん ざい みと

りつほう

　いまだに残る部落差別を解消し、部落差別のない社会を実現することがこの法の

目的です。

　また、インターネットの普及とともに、部落差別を助長するかのような悪意に満

ちた情報が書き込まれるなどもあり、部落差別を解消し一人ひとりが大切にされる

社会の実現が望まれます。

　そのため国は、部落差別解消のために次の３点を取組むことを明記しています。

第一条　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に

伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基

本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない

ものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、

部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明

らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の

解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

※ 部落差別の解消の推進に関する法律

※は三法の正式名称です。
さん ぽう せい しき めいしょう

さらくぶ べつ すい しん ほう りつかんかいしょう

（平成28年12月16日 施行）
へい せい ねん がつ にち し こう

のこ ぶ らく

もく てき

さ べつ

ぶ らく さ べつ

ぶ らく

しゃ かい じつ げん のぞ

くに

さ べつ ひと り たい せつかいしょう

ぶ らく さ べつ つぎ てん とり く めい きかいしょう

そう

だい いちじょう ほう りつ げん ざい ぶ らく さ べつ

ぶ らく さ べつ

ぶ らく さ べつ

ぶ らく さ べつ

ゆる

ぶともな

ほん てき じん けん きょう

もとしきにん かい よう か だい かんがしょう

かい かん き ほん り ねん

そう だん たい せい じゅうじつ

しょうかい すい しん しゃ かい じつ げん もく てき

とう さだ

さだ なら くに およ ち ほう こうきょう だん たい せき む あきしょう

じゅう

しょうゆう ほ に ほん こく けん ぽう り ねん

らく さ べつ

そん ざい じょうほう か しん てん

こくすべしょうきょうじょう ふかへんかん みん き

たい せい じつだん じゅう いく けい はつきょう さじっ たいちょう

あく い み

ぶ らく さ べつかい しょう

ふ きゅう

じょうほう か こ

じょ ちょう

しゃ かい じつ げん ほう

① 相談体制の充実　　② 教育・啓発　　③ 実態調査

ぶ らく さ べつ

（目的）
もく てき



桂川町部落差別の解消の推進に関する条例
けい せん まち ぶ らく さ べつ かいしょう じょうすい しん かん れい
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　（目的）

第１条　この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴

い部落差別の現状が変化していることを踏まえ、日本国憲法及び部落差別の解消

の推進に関する法律（平成28年法律第109号）の理念に則り、部落差別は許されな

いものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑

み、必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、部落差別のない桂

川町を実現することを目的とする。

　（町の責務）

第２条　町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、国及び県との連携を図りつ

つ、部落差別の解消に必要な施策を推進するものとする。

　（町民の責務）

第３条　町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別を解消するため

の町の施策に協力し、部落差別の解消に努めるものとする。

　（相談体制の充実）

第４条　町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別に関する相談に的

確に応じるための体制の充実に努めるものとする。

　（教育及び啓発の充実）

第５条　町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、部落差別を解消するため、教

育及び啓発の充実に努めるものとする。

　（推進体制の充実）

第６条　町は、部落差別の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び各

種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

　（調査の実施）

第７条　町は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国及び県が行う部落

差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて、部落差別の解消に関

する調査を行うものとする。

　（委任）

第８条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

　附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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もく てき

だい じょう

だい じょう

じょう ほう しん てん ともなかじょうぶ らく さ べつ

げん へん か ふ に ほん こく けん ぽう およじょう しょうぶ らく さ べつ かいぶ らく さ べつ

ゆるねんりごうだいりつほうりつほう ねんせいへいかんしんすい

しき もとにん

ようひつ

まち

まち

まち

だい じょう ちょう ちょうみん

だい じょう まち

だい じょう

だい じょう

まち

まち

しゅ かん けい だん たい れん けい すい しん たい せい じゅうじつ つとはか

かん し さく こう か てき すい しん

すい しん くに およ けん おこな ぶ らく

くに けん およ かく

いく およ けい はつ じゅうじつ つと

かく おう たい せい じゅうじつ つと

くに およ てき せつ やく わり ぶん ふ かん そう だん てきたんけん

くに およ てき せつ やく わり ぶん ふ かいしょう

かいしょう

かん し さくかいしょう

きょうたんけん

まち し さく
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ぶ らく さ べつ

しょうかい ようひつ さくし しんすいぶ らく さ べつ
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ぶ らく さ べつ
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ぶ らく さ べつ



　桂川町では、人権問題について講師を派遣し、ご希望のテーマに沿って

より深く人権・同和問題について学んでいただくため「人権出前講座」を

実施しています。ぜひ、ご利用ください。

おおむね 10人以上の町民の皆さまが実施する集会や団体

例：老人会、婦人会、会社、行政区など

「同和問題」「女性問題」「障がい者問題」「高齢者問題」

「アイヌの人々」「外国人問題」「ハンセン病回復者問題」など

無料です。（会場使用料が必要な場合は申込者負担）

　人権センターでは、人権・同和問題はもちろん、よろず相談（何でも）を

受けています。ひとりで抱え込まず話してみませんか。（相談員常駐）

　人権センターで解決できないことは、専門機関に繋げます。

　今年度も、昨年度に続き新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

10月の人権・同和問題地域懇談会など様々な事業が中止になりました。

　そのような状況の中でも、市民講座「人権講演会」は開催時期を12月に

延期し、開催することができました。町民の皆さまのご理解・ご協力に感

謝いたします。ありがとうございました。

　人権同和問題の解決は、一朝一夕に解決できるものではなく、また、結

果がすぐに見えるものではありません。コロナ禍においても、人権啓発や

学びを止めることの無いよう、「住民の方一人ひとりの人権が保障される町

づくり」を目指して、あらゆる人権課題の解決に向けて取り組んでいきた

いと考えております。

● 対　象

　

● テーマ

　

● 費　用

まずは、人権センターにご一報を！

rinpokan@town.keisen.fukuoka.jp http://www.town.keisen.fukuoka.jp/

けい せん

ふか じん けん どう わ もん だい まな じん けん で まえ こう ざ

じっ

たい にん

れい

どう わ もん だい じょ せい もん だい しゃしょう もん だい しゃ もんこう れい だい

しゃ もんかいびょう ふく だいじん もんがい こくひと びと だい

ろう じん かい ふ じん かい かい しゃ ぎょうせい く

い じょう ちょう みん みな じっ しゅうかい だん たいししょう

ひ

じん けん じん けん

かか こ はな そう だん いん じょうちゅうう

じん

こん ねん

じんがつ けん

じょうきょう

えん

しゃ

き かい さい

じん けん どう わ もん

み か じん けん けい はつか

まな と な

め

かんが

問い合わせ先/人権センター　☎0948-65-1187　fax0948-65-5004
と あ さき じん けん

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくそう!

確かな情報に基づき、冷静な行動をお願します。

しん がた

たし じょうほう もと れい せい こう どう ねが

かん かん へん けん さ べつせんしょう

ざ じん けん か むだい かい けつ と く

じゅうみん かた ひと じん けん まちほ しょうり

だい かい けつ いっちょういっ せき かい けつ けっ

ちょうみん り かい かんきょうりょくみな

なか し みん こう ざ じん けん こう えん かい かい さい がつじ き

どう わ もん だい ち いき こん だん かい さま ざま じ しぎょう ちゅう

ど さく ねん ど しん がた かん せん しょう かくだい ぼう しつづ

けん かい けつ せん もん き かん つな

どう わ もん だい そう だん なん

よう む かいじょう し よう ひつ よう

じん けん いっ ぽう

ば あい もうしこみ しゃ ふ たんりょうりょう

りし よう

まち じん けん もん だい こう し は けん き そぼう

人権出前講座
じん けん で まえ こう ざ

相談事業
そう だん じ ぎょう

（秘密厳守）
ひ みつ げん しゅ

～編集後記～
へんしゅう こう

き

ホームページメールアドレス


